
え
匹
目
年
六
昭
二
十
一
日
軍
当
一
一
種
郷
価
他
薦
可
《
毎
日
場
一
回

4aaげ〕
巷八十二第話回開

司fr哩安田一- F司 E耳&J'-I1:司'f'no晋

論
刷

費
師
ご
皆
業
課
税
-

-

-

-

E

・
・
出
皐
博
士
一
岬
戸

マ
ル
サ
ス
の
話
慌
論
・
-
-
-
-
担
消
凪
宇
土
谷
口

議

醐

噛

演

長
崎
山
細
川
帥
庇
山
地
網
漁
業
と
金
融
情
丸
仙
棋
士
長
谷
川
安
伊
次
郎

品

最

高

フ
ラ
ン
ス
の
新
貨
幣
制
度
に
就
て
・
園
調
革
士
桂
岡
孝
児

英
蘭
銀
行
内
成
立
及
び
後
展
過
程
に
就
?
担
曲
目
問
中
士
一
谷
藤
一
部

大
阪
矯
替
曾
枇
の
業
績
・
・
・
・
掴
隣
串
士
菅
野
和
太
郎

最

近

の

諸

同

幣

制

改

革

の

傾

向

田

-

組

済

皐

士

島

本

融

都

惜

錦

岬

叩

京
都
府
に
於
け
る
士
卒
の
帰
農
向
に
就
て
・
・
制
一
昨
山
中
止

英
同
新
聞
田
知
の
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

国
際
統
計
協
曾
ご
閥
際
聯
盟

聾

担

暗

唱
a
k

-
純
情
皐
士

議

菊磯堀

田部 1I 胞

戦吉正

彦雄

太喜保

夏15 ー蔵



言量

施

最
近
由
請
幽
幣
制
改
革
白
傾
向

第
二
十
λ
轡

4

、e
ー、

J
J

↑

司

r

第
四
貌

" 

最
近
の
諸
岡
幣
制
改
革
の
傾
向

「

K
t
J

，一、島

本

面虫

第

て

緒

言

第
二
、
党
換
規
定
。
傾
向
(
以
上
前
韓
掲
載
)

第
コ
一
.
噛
備
調
定
。
傾
向

第
四
、
結
論

第
三
、

準
備
規
定
の
傾
向

金
正
遁
貸
さ
の
数
宜
的
関
係
は
金
正
逓
貨
ご
の
問

ω
一
定
の
債
格
的
関
係
を
前
提
ご
什
十
仁
は
考
へ
ら
れ
な

い
。
然
し
金
正
通
貨
ご
の
聞
に
一
定

ω償
緒
的
闘
係
が
維
持
3
れ
て
ゐ
る
場
合
に
も
、
金
ご
通
貨
ご
の
間
に
一
定

の
放
量
的
閥
係
が
存
在
し
な
い
場
合
も
ゐ
h
得
品
。
即
も
金
ぜ
通
貨
正
の
数
量
的
関
係
が
一
定
古
る
、
錦
に
は
、

換
言
す
れ
ば
金

ω数
量
の
増
械
に
よ
h
通
貨

ω数
量
に
一
定
の
培
械
を
生
中
る
潟
に
は
(
一
闘
の
通
貨
が
金
貨
の

み
よ
り
成
る
場
合
を
考
へ
れ
ば
、
そ
れ
は
別
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
旧
制
)
一
闘
の
貨
幣
制
度
上
に
於
て
特
別
の
配
慮

|
|
法
律
叉
は
慣
習
に
て
阿
者
の
関
係
を
定
む
る
富
市
ー
ー
を
必
要
正
す
る
。
之
帥
ち
金
準
備
の
問
題
で
あ
る
。

か
〈
て
合
準
備
の
問
題
ご
金
品
川
換
の
問
題
ど
は
不
離
の
閥
係
に
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
故
に
阪
に
越
べ
た
る
如

〈
、
各
図
が
金
品
川
換
の
規
定
を
設
り
‘
又
は
他
の
方
法
に
よ
b
之
を
設
り
た
る
ご
同
時
悼
の
放
果
金
生
品
」
し
め
っ
、

あ
る
場
合
に
於
て
も
岨
必
宇

L
も
金
準
備
の
規
定
(
叉
は
憤
網
目
、
以
下
同
じ
)
は
存
在
す
る
も
の
ご
限
ら
な
い
の
?

ゐ
る
o
特
に
か
、
る
規
定
の
存
在
す
る
必
要
が
な
け
れ
ば
、
か
、
る
規
定
を
存
し
な
い
、
金
正
通
貨
E
の
一
定

ω



償
椅
的
関
係
の
み
を
有
す
る
金
本
位
制
度
の
存
在
も
考
へ
得
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
通
貨
に
謝
す
る
金
準
備
の
規
定
を
特
に
設
〈
る
意
義
は
呆
し
て
存
在
す
る
で
あ
ら
う
h
r
o

存
在
す
る
Z

す
れ
ば
何
れ
の
鮎
に
存
在
す
る

E
あ
ら
う
か
。
只
通
貨
に
劃
す
る
金
準
備
さ
云
ふ
も
普
通
に
は
銀
行
券
(
又
は
政

府
紙
幣
.
以
下
同
じ
)
に
謝

1
る
金
準
備
で
ゐ
品
。
金
の
増
減
に
よ

b
殿
格
に
通
貨
仁
一
定
の
増
減
関
係
を
生
性

し
め
っ
、
ぁ

h
z云
ム
場
合

zτ
も
、
そ
は
車
に
金
正
銀
行
券
己
の
閥
係
に
就
い

C
規
定
を
設
付
、
特
段
の
方
法

を
講
じ
っ
、
あ

b
t
一
広
ム
の
み
に
し
て
、
克
仁
銀
行
券
己
預
金
通
貨
正
の
関
係
に
就
い
て
は
自
然
に
銀
行
券

ω増

減
は
預
金
一
地
貨
の
駒
滅
を
生
十
る
ピ
な
す
仁
止
品
。
故
仁
問
題
以
銀
行
鮮
の
数
量
十
一
金
の
増
減
ピ
附
.
聯
喧
し
む

る
、
所
調
金
準
備
規
定
の
必
要
は
如
何
な
る
駄
に
存
す
る
か
ど
云
ム
駄
で
あ
る
。

蕗
が
銀
行
券
仁
謝
す
る
金
準
備

ω必
要
は
稀
々
の
方
面
よ
b
主
張
さ
れ
る
。
第
一
に
金
準
備
は
遁
貨
の
コ
ン
フ

イ
デ
y
z
を
昂
む
る
震
に
、
一
国
の
劃
外
信
用
の
維
持
の
錦
に
、
戒
は
非
常
準
備
の
震
に
必
要
で
ゐ
る
ご
云
は
れ

る
。
殊
に
最
初
の
理
由
は
最
も
重
要
視
さ
る
て
き
も
の
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
支
那
に
俊
券
銀
行
が
創
設
せ
ら
れ
た

場
合
に
、
そ
の
銀
行
券
に
費
し
て
金
準
備
が
存
在
す
る
か
杏
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
銀
行
券
・
に
謝
す
る
コ

y
フ
ィ
デ

y
ス
は
大
な
る
差
異
を
見
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
外
の
理
由
も
そ
れ
ぞ
れ
首
肯
せ
し
め
ら
る
、
場
合
が
ゐ
る
で
あ
ら

う
。
只
之
等
を
理
由
ご
す
れ
ば
金
融
中
備
は
多
き
を
骨
骨
h
A
Z
云
ム
事
に
な
h
、
金
の
数
量
ピ
銀
行
券
の
数
量
Z
の
聞

に
一
定
の
増
減
関
係
を
生
体
』
し
め
る
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
。

第
二
に
金
融
中
備
は
品
川
換
の
準
備
正
し
て
必
要
で
あ
る
ピ
一
誌
は
れ
る
。
品
仙
の
貼
に
就
い
て
は
阪
に
越
ぺ
た
金
の
封

内
的
統
出
正
調
外
的
流
出
を
分
ち

τ考
へ
て
見
る
に
、
今
日

ω
如
〈
金
の
謝
内
的
流
出
殆
ど
な
き
放
艇
に
於
て
は

最
近
白
諸
回
融
市
制
改
革
白
傾
向

誼

第
二
十
八
巻

苑

ハ
一
九

第
四
都

九



院

宛

第
四
蛾

。

最
抵
の
甜
岡
格
制
改
革
白
伺
向

第
二
十
八
巻

山，、

。

園
内
的
先
換
に
備
ふ
る
混
じ
金
準
備
を
有
す
る
必
要
は
甚

r少
〈
な
っ
た
。
只
掛
外
的
流
出
に
備
ふ
る
必
要
は
今

日
盆
』
大
正
な
っ
て
ゐ
る
ω
然
し
助
の
謝
外
的
統
出
に
備
ふ
る
錦
仁
は
圏
内
の
銀
行
券
流
通
商
正
金
ど
の
聞
に
一

定
の
増
減
闘
係
を
生
喧
し
め
る
必
要
は
な
い
。
お

T

ろ
出
場
合
仁
は
金
準
備
は
闘
際
貸
借
等
を
棋
準
と
し
て
定
め
る

の
が
合
理
的
で
あ
ら
う
。

第
三
仁
金
単
慌
の
規
定
は
法
券
機
闘
の
そ
の
特
様
の
濫
用
を
防
戸
、
震
に
必
要
な

b
z
き
れ
る
o

此
の
思
想
の
逝

H
H
金
の
数
量
ド
よ
h
τ
銀
行
努
的
数
量
を
調
節
す
る
を
畿
努
雄
的
正
周
ピ
な
す
も
の
ピ
一
戸
U
ね
ば
な
ら
泊
。
而
し

て
真
に
か
、
る
議
論
り
枚
出
稼
ご
な
れ
る
も
の
は
、
か
、
る
仕
組
山
り
も
ど
に
於
て
は
、
例
へ
ば
一
闘
の
貿
易
の
逆

(
順
)
訓

ω錦
じ
金
の
流
出
(
入
)
を
生
守
る
場
合
に
は
銀
行
券

ω数
量
は
減
少
(
増
加
)
事
れ
る
か
ら
、
そ
の
園
の
物

債
は
下
略
(
騰
貴
)
し
、
や
が
て
貿
易
を
均
衡
に
導
〈
ご
云
ふ
や
う
な
自
然
的
調
節
作
用
(
告
。
ロ
旦
由
民
n
F
O

河内向回目

白

2
E向
)
を
生
宇
る
も
の
で
あ
る
ご
一
去
ム
考
方
で
あ
る
。

普
通
に
は
金
本
位
制
度
に
は
常
に
か
、
る
自
然
的
調
節
作
用
が
存
在
す
る
ピ
な
し
・
そ
の
故
に
金
本
位
制
度
は

貨
幣
制
度
の
常
道
で
あ
る
等
Z
云
ふ
O

例
へ
ば
「
比
の
経
済
界
の
通
貨
の
多
す
ぎ
る
少
な
す
ぎ
る
正
言
ふ
事
は
、

天
然
自
然
に
解
決
す
る
や
う
な
一
つ
の
方
法
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
。
ぞ
れ
は
貴
方
が
た
も
御
承
知
の
如
〈
品
川
換
制
度

郎
ち
金
準
備
ゆ
制
度
は
斯
P

フ
な
っ
て
居
ち
ま
し
て
通
貨
が
多
す
ぎ
れ
ば
其
結
旧
市
消
費
が
殖
え
、
景
気
が
よ
C
な
っ

て
某
錦
に
輪
入
が
超
過
す
る
。
除
入
が
超
過
す
れ
ば
準
備
の
金
貨
は
外
国
に
持
附
さ
れ
る

J

そ
う
す
る
百
通
貨
は

減
る
。
通
貨
が
減
る
正
、
今
度
は
反
動
に
輸
出
は
殖
え

τ来
て
其
結
果
日
本
の
正
貨
準
備
が
殖
え
て
宇
つ
ピ
自
働

的
に
行
〈
や
う
に
曲
家

τゐ
る
o
」
正
一
再
ふ
や
う
な
議
論
が
之
で
あ
る
。
此
議
論
は
此
の
場
合
に
限

ι
守
康
〈
行

(Vom Ge1d 1.). 
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金
本
位
制
度
に
て
は
憶
に
金
準
備
の
規
定
が
厳
格
に
行
は
れ
、
金
の
敏
量
に
よ
っ

て
銀
行
券
の
数
量
を
調
節
し
っ
、
ゐ
る
も
の
さ
な
っ
て
居
る
貼
に
於
て
明
瞭
な
艇
謬
を
犯
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も

金
糟
備
の
意
義
官
右
の
如
註
所
謂
自
然
的
調
節
作
用
に
認
む
る
貼
に
於
て
右
の
説
明
正
符
合
す
る
。

は
る
、
も
の
で
あ
る
が
註
)
、

肱

例
へ
ば
グ

l
v
o
原
論
に
は
「
嗣
醗
貸
借
の
均
樹
破
れ
て
正
貨
白
流
山
を
見
る
に
亙
り
在
り
と
せ
よ
。
貨
幣
監
弛
蹴
出
民
却
な
り
と
せ
ば
豆

貨
の
流
出
は
貨
僻
倒
値
目
鵬
賞
を
想
起
し
そ
山
結
果
物
倒
。
一
般
的
下
潜
在
且
る
に
至
る
ベ

L
o
然
る
に
拘
貨
下
帯
す
る
時
比
件
闘
人
に
と
り
て

内
岡
品
を
貝
ふ
事
利
益
企
恥
げ
り
、
|
|
安
き
市
場
に
買
手
島
る
却
に
よ
り
て
輸
出
口
著
し
{
担
興
さ
る
主
串
主
な
る
べ
し
。
之
れ
&
同
時
に
外
園

人
は
内
固
に
肉
品
を
斑
込
む
も
利
盆
緋
〈
、
内
同
人
は
内
岡
市
場
に
て
喧
倒
な
る
向
品
を
求
め
栂
4

き
が
故
に
輸
入
は
叫
し
〈
抑
制
さ
る
弘
事
と

な
る
べ

L
。
蓋
し
商
品
目
炉
高
き
市
場
よ
り
安
巻
市
場
に
趣
〈
止
符
ぎ
る
は
狛
何
械
が
淑
に
遡
る
を
得

f
る
が
如
し
。
敢
に
正
貨
流
出
位
結
局
輸
出

a
 

の
噌
誕
と
輸
入
山
減
退
と
を
促

L
、
救
済
白
逝
白
色
其
問
に
開
け
、
特
に
正
貨
は
元
白
紙
鶴
に
観
蹄
す
る
に
至
る
べ
し
」
と
一
国
っ
て
ゐ
る
。

而
L
て
AV-
の
増
減
に
よ
っ
て
最
も
誼
摘
に
銀
行
券
の
場
械
を
生
中
る
も
の
は
、
金
額
合
準
備
の
制
度
で
あ
る
o

然
し
か
、
る
制
度
は
未
だ
嘗
て
存
在
し
た
事
が
な
い
。
之
に
最
も
近
い
例
Z
Pし
て
展
I
一
市
寄
る
、
所
の
ピ

1
戸一傑

例
の
如
き
も
、
制
定
の
年
な
る
一
入
四
四
年
の
年
平
均
数
字
じ
よ
る
E
銀
行
券
の
品
現
行
高
は
二
千
七
百
九
十
三
官
同

徐
勝
で
あ
っ
て
、
之
に
識
し
金
噂
備
は
一
千
三
百
九
十
三
高
依
勝
よ
h
な
(
、
約
五

O
M
の
合
準
備
率
を
示
し
て

ゐ
る
に
す
V

さ
な
い
。
然
L
一
部
準
備
の
制
度
に
於
て
も
、
合
準
備
の
増
減
に
よ
b
一
定
の
銀
行
券
の
増
械
を
生
す

る
場
令
に
は
自
然
的
調
節
作

mは
之
を
見
る
事
が
出
来
る
ピ
云
ふ
。
ラ
Y

1

プ
戸
グ
の
如
き
は
此
的
結
仁
就
い
γ

て

衣
の
如
〈
言
っ
て
ゐ
る
。
「
貨
幣
改
革
の
差
嘗
b
重
要
な
ら
泊
成
分
を
な
す
も
の

u、
品
見
換
準
備
の
問
題
で
ゐ
る
。

金
準
備
の
増
加
若
〈
は
減
少
に
よ
っ
て
惹
起
苫
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
最
早
や
獅
逸
の
紙
幣
敷
量
は
何
等
盤
勤
を

臨

指

最
紅
白
鶴
岡
幣
制
改
革
白
傾
向

第
四
掛

第
二

+λ
磐

Charle3 Gide: Cours d'economie politique. II. p. 6. 
る}

H. D. Macleod: The the。守 andpractice or banJ:dng. vo!. 1I. p. 3+0 
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混

苑

第
二
十

A
密

第
四
鵠

占，、

一

最
託
申
請
閥
解
制
改
革
白
傾
向

業
ら
な
い
芭
な
る
ご
、
先
換
券
が
金
準
備
を
二

O
d刊
有
す
る
か
、
一
ニ

O
，
偽
有
す
る
か
、
五

O
d刊
有
す
る
か
等
云
ふ

事
は
金
〈
ど
，
フ
で
も
よ
い
問
題
で
ゐ
る
o

帰
京
市
じ
ご
っ
て
堕
ま
し
い
事
は
勿
論
一

O
O
M刊
の
金
先
換
準
備
、
従
っ

て
正
統
の
意
味
に
於
り
品
金
本
位
ド
な
る
事
に
ゐ
ゐ
が
、
此
本
願
が
質
際
上
叶
は
な
い
で
ゐ
品
以
上
は
、
制
官
〈
の

関
岡
際
貸
借
閥
係
に
於
け
る
借
方
超
過
を
金
輸
出
に
依
つ
τ
!
|
之
に
腫
「
貨
物
輪
出
の
錦

ω閥
拓
者
芭
し
て

|
|
決
済
す
る
絡
に
後
第
機
闘
が
所
要
り
金
数
量
全
自
由
に
な
し
得
れ
ば
之
を
以
て
満
足
す
ぺ
き
で
あ
る
。
此
の

目
的

ω掛
川
に
は
貨
僻
理
論
上
正
賞
な
政
策
に
於
て
、
銀
行
券
減
油
商
の
ニ

O
が
も
あ
れ
ば
深
山
で
め
る
。
例
芯
な

れ
ば
流
辿
せ
る
支
搬
手
段
が
一

O
M抑
丈
り
減
少
し
た
だ
げ
で
も
、
院
に
商
品
市
場
殊
に
国
際
貿
入
市
場
に
蹄
す
物

偵
の
下
落
は
目
覚
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
職
出
は
匁
に
貸
借
勘
定
内
必
要
以
上
に
遥
か
に
大
な
る
程
度
迄
活
滋

芭
な
b
J
、
貸
借
勘
定
的
支
梯
残
高
を
決
梼
し
金
を
再
び
逆
流
入
さ
せ
な
い
で
は
ゐ
な
い
u

の
で
あ
る
云
々
」

z。
然

上
此
り
場
合
に
は
金
額
準
備
古
田
時
っ
て
人
銭
的
方
策
に
よ
っ
τ
、
金
準
備
の
増
減
に
よ
h
銀
行
券
の
数
量
的
譲
る

影
響
を
左
右
す
る
事
が
で
き
る
の
で
ゐ
る
。

只
一
廓
hr
、
る
人
潟
的
方
策
は
之
を
行
は
争
、
ラ
Y

Z

プ
U
F

グ
の
言
ム
所
の
金
準
備
の
増
加
若
〈
ば
減
少
に
よ

っ
て
の
み
銀
行
券
数
量
の
縫
化
せ
し
め
ら
る
、
場
合
に
つ
い
て
考
へ
る
ご
す
る
も
.
先
づ
所
論
自
然
的
調
節
作
用

は
そ
ん
な
に

E
磁
に
起
る
も
の
で
あ
る
か

Y
一
う
か
、
が
問
題
ピ
な
る
。

卸
ち
右
の
議
論
は
i
輪
出
入
の
差
額
は
金
の
流
出
入
に
よ
っ
て
決
臨
相
さ
れ
る
。

2
金
の
流
出
入
に
よ
っ
て
金
準

備
の
減
少
増
加
を
生
宇
る
。

3
合
準
備
の
減
少
増
加
に
よ
っ
て
銀
行
券
の
減
少
棺
加
を
生
守
る
。

4
銀
行
券
の
減

少
増
加
は
通
貨
全
慢
の
減
少
増
加
を
生
守
る
。

5
通
貨
会
耀
の
減
少
増
加
は
物
同
恨
の
下
落
騰
貴
を
起
す
。
日
物
倒

1"うな事を言ってゐる。

Lansburgh: Die Rück~ehr zur Goldwahrung・ (DieBank. Jan. 1922. 
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の
下
落
勝
賞
は
戒
は
輸
出
を
増
進
し
聡
入
を
減
退
せ
し
め
、
或
は
轍
出
を
妨
げ
轍
入
金
増
進
せ
し
む
。
ご
一
式
ム
大

憧
六
個
の
部
分
に
分
た
れ
る
の
で
ゐ
る
が
、
そ
の
う
ち
い
は
践
に
は
銀
行
に
於
て
そ
の
や
う
な
増
減
関
係
を
品
目
生

そ
の
他
の
勅
に
就
い
て
は
前
仁
そ
の
命
題
が
そ
の
ま
、
質
現
3
る
、
も
の

せ
し
め
る
ち
の
己
な
す
の
で
ゐ
る
が
、

ご
な
す
事
は
で
き
な
い
の
で
ゐ
る
。

中
日
に
此
の
自
然
的
調
節
作
用
が
正
確
に
、
そ
の
通
h
に
起
る
ご
し
て
も
、
そ
の
過
程
に
起
る
官
引
を
議
期
古
る
、

物
債
の
騰
落
が
一
図
的
「
表
現
せ
ら
れ
た
る
利
盆
」
ピ
合
致
せ
ぴ
る
場
合
を
生
中
る
事
は
な
い
か
、
古
一
去
ふ
黙
が
問

題
ピ
な
る
。

通
貨
現
象
は
現
今
の
経
済
生
活
的
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
通
貨
の
購
買
力
の
槌
一
化
印
九
物
倒
の
騰
落

は
そ
の
影
響
の
及
ぶ
範
囲
が
甚
に
炭
い
γ
υ

是
の
錦
に
一
闘
の
艇
櫨
仰
が
大
な
る
悪
影
響
を
被
る
事
も
ゐ
り
得
る
わ
け

で
あ
る
。
放
に
そ
れ
が
一
闘

ω「
表
現
せ
ら
れ
た
る
刺
盆
」
ピ
合
致
せ

F
る
場
合
も
生
じ
、
貿
易
の
均
衡
よ
り
も
此

の
思
影
響
を
遊
〈
る
を
以
て
よ
り
重
大
な
る
利
盆
正
な
古
品
、
一
場
合
も
あ
b
得
る
わ
け
で
ゐ
る
。
殊
に
聡
出
超
過

に
J
っ
て
金
の
統
入
ゐ

b
物
艇
の
鴎
貨
を
生
中
る
ご
一
五
ふ
や
う
な
場
合
仁
は
、
物
債
の
勝
賞
そ
の
も
の
は
そ
の
勢

害
が
大
で
あ
る
し
、
一
方
貿
易
の
方
か
ら
云
っ
て
も
、
物
舗
の
騰
貴
仁
よ
っ
て
再
び
総
入
超
過
の
窺
勢
に
移
る
事

は
今
日
の
何
れ
の
国
家
も
之
を
利
盆
ご
せ
世
、
郎
一
九
今
日
図
家
の
刺
盆
は
「
貿
易
の
均
衡
」
で
は
な
〈
て
「
輸
出
の

増
進
」
に
あ
る
ピ
さ
れ
る
か
ら
、
か
、
る
場
合
に
は
自
然
的
調
節
作
用
が
そ
の
ま
、
質
現
在
る
、
事
は
岡
家
の
利

盆
に
合
致
し
な
い
で
ゐ
ら
う
。
叉
そ
の
反
封
に
輪
入
超
過
で
金
の
流
出
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
腿

ιτ
銀

行
券
を
収
縮
せ
し
む

μ
ば
物
価
慣

ω下
落
を
生
じ
貿
易

T
依
復
せ
し
む
る
ご
す
る
も
、
そ
の
過
程
に
於
て
物
債
の
下

落
を
生
宇
る
事
は
一
闘
の
企
業
者
に
ご
っ
て
営
面
の
浮
沈
に
閲
す
る
事
正
て
・
そ
の
利
盆
の
方
が
貿
易
の
侠
復
よ

詑

苑

最
近
山
諮
問
幣
制
改
革
由
傾
向

第
二
十
凡
巻

占，、

第
四
親

一一



設

宛

最
近
白
詩
圃
幣
制
改
革
目
傾
向

第
二
十
λ
巻

~〆、

回

第
四
抗

一=四

b
も
強

f
主
張
さ
る
、
事
も
ゐ
ら
う
。

然
る
に
今
日
の
通
貨
政
策
は
一
周

ω「
表
現
せ
ら
れ
た
あ
刺
盆
」
の
錦
に
行
は
る
」
も
の
で
あ
る
か

ι、
一
闘
の

最
も
大
な
る
利
盆
に

L
て
常
に
「
貿
易
的
均
衡
」
に
存
せ

g
る
限
り
、
金

ω数
量
を
以
て
銀
行
券
の
数
量
を
調
節
す

る
金
準
備
の
制
度
は
(
そ
の
も
芭
仁
於
て
自
然
的
調
節
作
用
が
正
確
に
行
は
れ
る
ご
し
て
)
、
銀
行
努
の
後
行
制
度

正
し
て
常
に
趨
蛍
な
る
も
の
ピ
言
ふ
事
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
放
に
或
場
合
じ
は
人
潟
的
方
策
を
詩
十
る
俄
地

あ
れ
ば
之
を
利
用
し
て
、
金
の
調
節
作
用
に
絶
封
に
信
頼
す
る
事
な
〈
、
一
闘
の
「
表
現
せ
ら
れ
た
る
利
盆
」
仁
従

。τ銀
行
努
の
袋
行
を
調
節
す
る
に
至
る
は
漁
期
し
得
ぺ
き
所
で
あ
ら
う
。

併
に
戦
前
に
於
て
も
正
確
に
金
宇
以
て
銀
行
券
を
調
節
し
た
ご
一
再
ふ
例
は
そ
ん
な
に
多
〈
な
い
吉
思
ふ
。
比
較

的
之
を
賀
行
し
た
ピ
云
は
る
、
英
国

ω数
字
を
示
せ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。
(
謹
一
川

H

馴

伽

品

)

i
l寸
司
」
吋
4
叶
A
可
4
1目
i
M
I勾
」
叶
d
1咽
t
胡
」
叶
A
叶
4
1
H
J
n
J叶
A
咋
品
目
倒
t
H
J叫
J
叶
叶
汁
d
E叫
J
リ
J
q叶
1
司

J
司
d
-
a，
叫

唱
一

E
8
5
6
9
E
8
9
3
8
Z
8
6
1
3
9
7
9
5
8
0
9
9
6
3
1
0
1
9
6
5
0
1
1

量
一
8
6
1
4
2
6
9
1
7
1
0
3
5
9
8
2
4
5
7
9
9
2
1
4
0
1
4
9
8
0
2
2
3
3
1

指
一
札

4
旦
E

E

L

1

1

4

ι

ι

L

L

o

h

L

L

L

L

乱

L

L

同
一
ト
一
一
一
+
+
+
一
十
一
十
十
+
+
+
+
+
4
一
【
一
+
十
一
一
4
4
【
4
4
4
-
す
十

年戎 銀行券 同噌減 金主1"備

1879 46，20 41+ 8，34 21 31，297 

1ド80 41，66 11- 4.62 31 28，662 

1881 38.82 71- 2，834， 2:J，509 

1882 36，79 11- 2，03 61 21.04:J 

1883 37，050 + 259 21，3411 

1884 37.75 11+ 70 I1 21，091 

1885 38.722 十 971 22，972 

1888 35，548 - 3，174 19，778 

18o7 36，，':;77 十 82 91 20，61H 

1888 35，633 7H 19，433 

1889 36，661 + 1，028 20，461 

1890 37，.216 + 556 20，800 

1891 39，838 十 2，622 28，36' 

1892 40，743 + 9Qo 24，281 

1893 41，068 + 325 24，618 

1匂94 48，6日。+ 7，621 31，9Hi 

1805 63，191 + 4，502 36.3988071 ! 
18uO Ð8 ， 80~ 十 5，611 41， 

1897 60，005 - 8，797 33，225 

1898 48，04G - 1，066 31，242 

1899 47，142 907 30，342 

1900 40，232 + 2，090 31，633 

1901 51，603 + 2，371 33.828 

1902 5]，238 315 33，362 

1903 60，607 681 32，331 

1~J04 50，!l081+ 301 32，447 

1905 62，305 + 1，397 3R，8o6 
1006 60，9fiI - 1，351 31，045 

1907 52，0[6 + 1，065 33，62g 

1908 54，141 + 2，[25 a5，61)1 

1909 54，3081+ 257 35，948 

1010 .54，1901- 208 35.740 

1011 .55，500 + 1，310 87.059 

1912 品5，827十 318 31，877 
1fJ13 li4.642 - 1，11'5 36，192 



i菅直子JIO]J@~L~~\"~I I ll'l'OliJ司

1 20，9431+ 1.62訓Tli，94HI+ 1，626 

18541 27，3031_ 3，6811 1:l.'リ F

I出 1 27，日E十 罰則l.'3.!)2~11+ 225 

18581 31，6041+ 7，42甘 l'i.120I+ 7，427 

18601 28.D731- 2，71引 H，4981-2，774 

12;:::572i::11121刻

18661 20，3511+ 1，03司 13，7001+ !l38 
18661 28，!i221_ 42司 14，0091+ 300 

18671 35，2491+ 6，3271 20.2461+ 6，237 
18681 84，6釘ー 削司 19，9621- 284 

8701 34，8771+ 2.1叫 19，8771+ 2，1021 

13721 80，91]ー 1691 21，8981- lJ82 

18751 3~ ， 18()1+ 1，63附 23，1801+ 1.61υ 
1876 1 42，S，!十 4.s9司 27，柑司+

此
数
字
に
よ
れ
ば
英
倒
的
場
合
に
あ
っ
て
は
大
瞳
銀
行
券
は
金
の
槍
滅
に
従
っ
て
動
い
て
ゐ
る
ゃ
う
で
あ
る

が
・
そ
れ
に
就
い
て
は
、
逆
に
右
の
金
準
備
な
る
も
の
が
銀
行
券
流
通
高
に
よ
り
て
調
節
さ
れ
た
る
の
事
質
ゐ
る

を
想
起
し
な
(
工
は
な
ら
ぬ
。
同
様
の
数
字
を
澗
逸
に
就
い
て
掲
げ
る
吉
次
の
如
く
で
あ
る
。
(
間
帥
躍
脚
均
)

金準倒 B字削割合

564，8 82.4 

677，0 83.0 

岳38.9 85.7 
68¥1，1 88.2 

628.7 86.ら
614，2 83.0 

594.9 79.6 

639，4 86.7 

627.8 85.6 

622，2 8o.6 

724.4 90.3 

806，4 93.5 
934，0 100，1 

日01，5 91.3 

831，7 84.5 

925，5 98.2 

町6，0 99.1 
876，0 88.9 
969，7 96.n 

1，045，4 06，4 

925，3 85.4 

905，3 83.3 

885，8 78，7 

860，6 75.3 

853，8 74.9 
{l47，l 79.5 

1，018，] 82，7 
942，5 76.4 

972.0 76.4 
1.019，2 763 
948.7 68.~ 

94';'，7 64.0 
1，108，8 72.7 

1，135，5 72.0 
1，14a，6 71.2 
1.210，2 71.2 
1，270.U 76.3 
1.267，4 69.8 

詑

苑

最
遅
申
請
闘
幣
制
改
革
白
傾
向

第
二
十
凡
轡

大
-
一
五

第
四
鵠

E 



設

手E

品
主
的
訪
固
体
制
改
革
の
傾
向

第
二
十
八
巻

J.  ，、

プミ

第
剛
腕

大

時
一
向
山
忠
明
川
町
向
山
お
お
お
お
む
お
仰
山
川
町
立
鉱
山
町
設
山
知
蜘

蝕
一

司
訂
引
川
川
川
パ
判
叫
叫
叶
削
什
叫
川
川
川
叶
川
叫
州
叫
什
引
叫
川
川
計
川
叫
叶
配
ぺ
町
川
叫
川
副
川
一

一
副
一
一

m
m
m
問

問

問

問

山

m
m四
m
m
m
刷

出

印

刷

出

畑

山

刷

出

期

間

m
M
m
m
問

問

山

剛

山

山

川

肌

山

準
備
割
合
り
時
に
よ
り
て
品
由
化
す
る
は
、

或
は
金
の
流
入
ゐ
る
も
そ
の
割
合
に
銀
行
券
の
増
後
を
見
守
流
出
ゐ

る
も
そ
の
削
令
に
牧
紛
争
』
戸
地
な
か
っ
た
の
営
怠
味
す
ゐ
の
で
は
な
い
か
ピ
思
ふ
。
側
蘭
西
の
場
合
以
主
的
接
行
制

度
は
甚

r自
由
で
あ
っ
た
が
、
大
館
濁
迭
の
場
合
ピ
大
差
が
な
い
。
(
脚
昨
一
刷
醇
醐
)

耳障備制合 年衣 銀行券 金準偶 準備制骨

zdmb 1886 2.789， 21 2，422， ;1 86~) ， 

73.7 1887 2，719， 31 2.36l.o 86.8 

79.6 1883 2，676， 41 2.301.0 86.0 

68.5 1889 2，876，1 2，308，4 83.4 

49.5 1890 3，060，4 2.513.2 82.1 

45.9 1801 3.084.6 2，o33，8 82.1 

38.3 1892 3，lfl1，3 2，826，5 89.7 

~a，] 18~3 日，4壬5.5 2，!l5s.O' 85.9 

52.4 1894 3.476.5 3.083，'j 88.7 

62.8 1895 3.526，7 3，291.日 93.3 

78.1 18!J6 3，607，0 ~， 222， 4 89.3 

95.2 1897 3.687.0 3.184.'1 86.4 

87.8 1898 3，694，5 3，100，1 83.9 

~3.2 1899 3，820，2 3062.1 80.2 

26.6 1900 4.034，1 3，237，8 80，目2

30.3 1901 4，115，8 3，516.11 85.4 

26.7 1902 4，16:2，2 3， 659 ， ~1 87.9 

4~'.5 1903 1.310.4 3.602.8 83.6 

62.6 1904 4，283.5 3，678，2 85.9 

80.0 1905 4，408，:! 3，956，5 89.8 

88.2 1906 4，658，8 3.931，6 84.4 

88.6 1907 4，800，4 3，674，4 76.5 

96.2 1908 4，853，4 3，956，7 81.5 

85.6 1909 5，079，9 4，624，2 89.1 

70.8 1910 5.197，8 4，261，6 82.0 

74.9 1911 li，242，4 4，036，4 77.0 

69.3 1912 5，322，9 4，027，9 75.7 

69.2 1913 5，665，3 3，972，1 70.1 

76.6 
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札
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仇

止
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札
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仏
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止
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m
剖

即

日

掛

山

崎

叫

加

担

割

H
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n
ぷ

出

向

山

浦

m
A
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m

l

m
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M
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m

m

一

一
金

1

1

1

1

1

-
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蜘
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1

1

1

1

1

1

1

1
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而
し
て
世
界
大
戦
が
勃
後
す
る
や
交
戦
闘
の
う
も
獅
逸
的
如
き
は
金
準
備
の
規
定
を
停
止
し
、
備
蘭
西
は
そ
の

俊
行
限
度
を
漸
次
腕
脱
し
て
従
亦
ゃ
、
慣
習
的
に
存
在
し
口
金
準
備
正
銀
行
券
ご
り
聞
の
比
率
を
破
っ
て
し
ま
っ

た
。
英
闘
は
英
蘭
銀
行
券
の
増
畿
は
之
を
行
は
な
か
っ
た
が
、
政
府
紙
幣
を
多
額
に
袋
行
し
て
事
賃
上
は
同
一

ω

結
果
を
生

ιた
。
是
の
他
の
交
戦
闘
も
殆
ど
同
様
で
ゐ
る
。
何
れ
も
「
緊
急
の
必
要
」
に
よ
り
金
古
銀
行
券
ご
の

数
量
的
関
係
を
公
然
己
破
壊
し
た
の
で
ゐ
る
。
多
〈
の
中
立
国
は
之
さ
反
封
の
立
場
に
あ
っ
た
も
の
で
、
然
も
何

れ
も
金

ω輪
出
は
之
を
鍵
じ

τゐ
た
が
総
人
は
之
島
ι
禁
じ
な
か
っ
た
か
ら
{
端
典
は
所
謝
金
排
除
政
策
を
掠
っ

た
)
金
は
愈
々
之
等
の
諸
闘
に
流
入

L
、
之
に
感
じ
て
銀
行
券
を
君
臨
官
す
る
場
合
に
は
4

Y

7

V

イ
V

ヨ
シ
に
陥

る
危
険
が
大
で
め
っ
た
(
事
質
上
は
何
れ
も
多
少
ご
も
之
に
陥
っ
た
)
。
そ
ニ
で
各
聞
に
於
て
金

ω沈
入
ゐ
る
も
銀

行
券
を
之
に
伶
っ
て
増
愛
せ
し
め

e
さ
る
の
方
策
が
採
ら
れ
た
。
最
も
著
名
な
の
は
米
闘
に
於
て
柳
邦
機
備
銀
行
の

試
み
た
種
々
の
政
策
で
あ
る
。
戦
守
勃
後
ご
、
も
に
世
界
長
大
の
生
産
地
た
る
米
闘
は
豆
大
な
る
金
的
流
入
を
受

げ
た
。

設

ilIIl 

最
近
由
蹄
闘
幣
制
改
革
の
傾
向

第
二
十

λ
血
管

中
山
ニ
七

第
四
観

七



話

苑

λ 

最
近
白
諸
閣
幣
制
改
革
申
傾
向

第
二

+λ
轡

大
ニ

λ

第
凶
器

然
る
に
物
僚
は
一
九
二

O
年
迄
は
漸
次
騰
貴
し
た
け
れ
Y
』
も
、
そ
の
後
は
却
っ
て
十
つ
ご
下
落
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。比

山
り
結
旧
市
を
生
中
る
震
に
は
積
々
の
努
カ
が
講
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
之
砂
要
す
る
に
金
の
数
量
の
増
加

に
拘
ら
十
通
貨
の
数
量
全
之
に
従
っ
て
増
畿
せ
十
却
っ
て
之
を
牧
縮
せ
し
め
た
る
駄
を
主
要
勤
ご
な
す
の
で
ゐ

る。
勿
論
規
模
は
之
言
異
る
り
れ
ど
も
、
我
国
に
於
て
も
米
国
の
金
解
禁
後
我
闘
に

E
額
の
金
が
流
入
し
た
場
合

に
、
政
府
が
日
本
銀
行
よ
b
そ
の
金
を
貿
取
り
自
ら
保
有
す
る
如
き
所
作
に
出
で
た
事
が
あ
る
。
此
の
場
合
に
は

日
本
銀
行
は
そ
の
代
償
正
し
て
銀
行
券
を
牧
納
し
、
若
〈
は
政
府
常
出
回
預
金
を
振
替
え
る
か
ら
司
令
れ
だ
り
俊
行
額

を
縮
少
し
、
叉
は
肱
慣
行
額

ω増
加
を
抑
止
し
得
た
如
き
事
例
が
あ
る
c

か
〈
て
交
戦
闘
も
非
交
戦
闘
も
、
法
律
を
厳
し
た
る
も
然
ら
F
る
も
、
大
抵
の
闘
は
金
古
銀
行
券
の
数
量
的
関

肱洲諸岡白幡制改革白援助其他海外投費にJ:~て金そ白ものの滅少を企っ
た。

関井英五馬、祖貨調節諦 398頁

。)
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係
の
一
定
ぞ
破
壊
し
た
。
金
を
以
て
銀
行
券
を
調
節
せ
ん
E
す
る
も
の
は
そ
の
姿
を
浸
し
た
。
然
る
に
戦
後
の
幣

制
整
理
に
際

L
て
は
何
れ
の
園
も
皆
再
び
銀
行
券
に
劃
す
る
金
準
備
の
制
度
を
設
村
、
或
闘
に
於
て
は
戦
前
に
於

け
る
よ
り
も
趨
か
に
そ
の
規
定
を
精
巧
な
ら
し
め
た
。
例
へ
ば
一
戦
前
に
於
て
は
銀
行
券
の
品
目
行
限
度
の
み
を
定

{

}

 

め

τ居
た
仰
隣
国
。
希
蹴

ω如
さ
闘
も
新
に
金
準
備
の
割
合
併
』
叫
同
定
し
た
。
-
一
葉
仁
所
調
仲
縮
的
準
備
(
色
白
日
目
。

，a‘、

]
5
5
制
度
に
よ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
効
果
砂
充
分
な
ら
し
め
ん
ご
し
、
限
外
品
目
行
殺
を
納
h
u
る
場
合
に
中
央
銀

行
ゆ
金
利
を
一
定
の
割
合
を
以
て
引
上
「
べ
き
を
定
む
る
も
り
が
多
〈
現
は
れ
た
事
で
あ
る
。
郎
も
獅
逸
新
-
ア
イ

ヒ
1

J

Y

グ
法
第
二
十
九
保
第
三
項
は
「
準
備
率
一
か
一
銀
行
報
告
週
間
又
は
其
以
上
に
一
且
り
絶
え
十
四

O
M
以
下

を
持
納
す
る
ご
き
は
倒
引
歩
合
は
少
f
t
も
年
五
似
た
る
こ
z
e
f
要
す
」
さ
定
め
克
に
第
四
項
は
「
銀
行
券
後
行
税

を
支
挑
ふ
べ
き
一
き
は
前
項
の
規
定
の
途
行
に
必
要
な
る
利
率
の
引
上
ゐ
り
た
る
上
更
に
税
率
の
少
く
ご
も
一
二
分

の
一
だ
り
割
引
歩
合
の
引
上
を
行
ふ
ぺ
し
」
ピ
定
め
て
ゐ
る
。
類
似
の
規
定
は
希
臓
・
エ
旦
ト
ュ
ャ
・
智
利
・
コ
ロ

y

ピ
ャ
・
エ
グ
ア
げ

U
F

等
に
も
見
る
事
が
で
き
る
。
然
る
に
此
の
貼
に
就
い
て
は
屡
t
引
用
さ
晶
、
ョ
ィ
ヒ
A

j

y

p
二
十
五
年
史
の
次
の
如
詰
章
句
が
あ
る
。
臼
〈
「
制
限
外
課
税
の
制
度
は
帝
閥
銀
行
の
割
引
政
策
仁
劃
し
締
め

て
一
般
的
な
る
細
規
を
供
し
た
る
の
み
。
比
制
度
に
依
頼
し

τ瞬
間
も
注
意
ピ
警
戒
ピ
を
臨
躍
す
る
を
符
宇
。
郎
も

各
種
の
事
情
を
審
査
し
た
る
結
果
、
後
券
額
未

r制
限
に
越
せ

F
る
場
合
仁
も
著
L
〈
割
引
歩
合
を
引
上
げ
ず
る

を
得
ぎ
る
事
ゐ
b
L
E
共
仁
、
一
主
歩
以
下
の
利
率
を
持
続
し
て
制
限
外
品
開
行
を
怨
し
た
る
事
な
き
に
非
宇
」

t
o

之
に
謝
し
て
右
じ
越
吋
た
る
新
-7
イ
b

A

j

y

ク
法
及
び
之
Z
類
似
の
諸
園
の
事
例
は
・
か
、
ろ
態
度
を
不
可
な

り
Z
し
て
、
厳
重
に
制
限
外
脇
田
行
の
場
合
に
は
金
利
を
引
上
げ
、
こ
れ
に
よ

h
て
金
正
銀
行
券
ご
の
一
定
の
数
量

置

宛

最
抵
白
諸
岡
帯
制
改
革
白
傾
向

第
二
十
八
巻

九

第
四
掠

六ニー

此名和は最初葡 Reichsbankq;準備制度に封 LJevons (Money and thc 
ÍÙ~oT exchange， p. 2~6) によりて大なる賞賛とともに奥「られた

るものであるが、その重量行砥を保誰噂個室主行額日開櫛せしむると新 Reichs-
bankの如〈準備割合医醐硝せしむると E分たずともに此白自宅稽広告ましb
る。
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一
三

O

的
閥
係
を
維
持
し
金
に
よ
る
銀
行
券
の
調
節
を
充
分
な
ら
し
め
ん
E
す
る
も
の
、
知
〈
で
あ
る
住
吉
恒
真
に
最

近
著
し
い
傾
向
瓜
金
融
中
備
の
劃
象
を
銀
行
努
に
限
ら
争
中
央
銀
行
の
要
求
抑
債
務
会
部
を
合
ま
し
む
る
事
で
あ

る
。
戦
前
に
於

τも
白
耳
義
・
和
蘭
等
に
は
そ
の
例
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
は
か
、
る
規
定
を
設
〈
る
も
の

は
誠
に
多
い
。
閲
戦
己
殆
Y
」
同
時
に
開
業
し
た
米
国
聯
邦
準
備
銀
行
を
第
一
ご
し

τ、
白
耳
義
・
和
蘭
・
瓜
睦
・
填

太
利
、
チ
且
ヅ
コ
旦
ロ
バ
キ
ア
・
旬
牙
刺
・
波
蘭
・
エ
且
ト
-
一
ヤ
・
菰
蘭
・
働
関
西
・
伊
太
利
@
希
職
。
一
陶
阿
@
却
甘
利
二

P

T
r
y
-
秘
露
@
ク
ペ
F

ヲ
イ
等
之
で
あ
る
。
淵
渇
の
-
フ
イ
ヒ

λ
j
y
p
政
諮
日
し
あ
た
っ
て
も
、

F
1
ズ
委
員
曾
叫

銀
行
券
に
封
す
る
金
準
備
の
外
に
、
預
品
取
に
劃
す
る
金
準
備
を
設
り
ん
Z
し
た
が

w

獅
逸
の
事
怖
が
之
を
許
川
、

な
か
っ
た
の
で
創
設
委
員
曾
じ
於

τ之
を
排
し
銀
行
券
に
謝
す
る
金
準
備
割
合
を
少
し
〈
引
上
げ
た
の
で
ゐ
る
。

銀
行
券
ご
そ
の
性
質
を
同
じ
(
す
る
預
金
を
加
へ
て
金
準
備
規
定
の
意
義
を
完
全
な
ら
し
め
ん
Z
す
る
も
の
で
ゐ

設

苑

最
近
白
諦
闘
幣
制
改
革
白
傾
向

六=一

O

第
四
鵠

第
二

+λ
魯

品。

司宮山町

2
5一E
D
四
円
古
門
口
仰
向
】
h
m
R
F
m
p

同
E
n
E
m
t
p
ロ
]
♂
印
・
中
干
に
は
、
比
ラ
イ
ヒ
λ

パ
シ
タ
目
新

規
定
を
立
山
明
者
自

E
百
円
四
円
ou
自
問
。

a豆
"
に
由
づ
る
払
目
、
と
L
て
そ
白
適
切
な
ら

f
る
を
拙
e
へ
で
ゐ
る
。
又
シ
ヤ
ヤ
F

も
ラ
イ
ヒ
九
バ
ン
ク
訟

の
詰
稗
書
に
於
て
「
此
の
規
定
の

V

I
ズ
委
貝
舎
の
窓
且
に
基
，
、
も
由
て
あ
り
、
他
国
の
代
表
者
謹
は
再
刊
日
調
過
が
イ
ン
フ
レ
イ
ン
シ
ヨ
ン
に
筒

(
位
}

保
し
り
同
ぜ
司
何
百
耳
目
唱
。
F
円・

U
一。

り
、
そ
れ
に
よ
り
て
各
主
の
闘
が
害
在
家
る
事
を
恐
れ
て
最
初
日
川
氏
に
股
重
な
規
定
を
主
践
し
た
事
監
記
し
て
ゐ
る
@

か
〈

τ理
論
上
は
阪
に
モ
の
根
爆
を
失
ひ
‘
質
際
上
も
幾
多
の
苦
難
を
被
っ
た
金
準
備
の
制
度
が
叉
ニ
、
に
従

来
よ
h
は

精

巧

な

形

式

の

も

の

に

再

生

さ

る

、

に

要

っ

た

の

で

あ

る

。

〉

只
手
、
川
り
間
に
や
、
注
目
す
べ
き
麗
化
は
寸
先
づ
第
一
に
封
外
金
債
権
(
伊
豆
沼
口
訂
{
呂
田
宮
問
。
5
日
を
金
準
備

Die _Reich5ban~ 1_81:ι叩∞ S.126 (想文は山崎博士による)
H. Schacht: StabIlisierung der Mark. J? 13~.ι 
Die Reichsgeselzg~bung übe:~. Munz:=u. Notenbankwesen (G~t:e~t~gsC}l.e 
Sammlung.-Nr. 2D.) 7'te vollig neubearbeitete Auflage von H. Schach!. 
S. 43-44 
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Z
同
視
す
る
も
の
多
き
に
至
っ
た
事
で
あ
る
。
か
、
る
規
定
は
戦
前
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
云
ふ
の
で
な
い

が
、
最
近

ω改
革
に
あ
っ
て
最
も
著
し
い
所
で
ゐ
る
。
か
、
る
規
定
ど
設
け

5
る
は
若
干
り
規
定
上
金
貨
免
換
又

は
金
地
金
品
川
換
の
み
を
認
む
る
困
及
び

y
ス
ア
ニ
ヤ
的
如
き
特
殊
の
闘
に
限
る
。
丁
抹
の
如
き
は
究
換
の
形
式
は

金
制
金
先
換
で
あ
る
が
、
準
備
に
は
諾
・
瑞
岡
中
央
銀
行
に
於
け
る
無
刺
子
要
求
梯
純
バ
ラ
V

兄
、
ラ
イ
ヒ
旦
バ

y

p
に
於
げ
る
特
別
勘
定
の
無
利
子
要
求
梯
バ
ラ

y
λ

を
合
ま
し
め
て
ゐ
る
。
而
し
て
か
、
る
傾
向
は
.
準
備
が

所
謂
劉
内
的
流
出
に
劃
す
る
も
の
で
な
〈
、
主
ご
し
て
質
際
活
用
品
る
、
は
調
外
的
流
出
に
劃
し
て
で
あ
る
ご
云

ム
事
質
よ
り
見
て
・
嘗
然
心
事
ピ
一
誌
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二
次
仁
」
ど
も
戦
筏
始
め

τの
現
象
で
な
い
が
、
準
備
の
規
定
仁
掛
し
一
定

ω場
合
に
例
外
を
部
む
る
も
の
多
き

に
至
つ
記
事
で
あ
る
o

例
へ
ば
ピ

l
w
僚
例
を
以
て
有
名
な
英
闘
の
如
き
で
す
ら
、
一
九
二
八
年
政
府
紙
幣
及
び

銀
行
法
第
人
僚
を
以

τ、
「
銀
行
は
保
管
後
行
限
度
を
二
億
六
千
商
務
を
超
過
す
る
或
一
定
額
に
増
加
す
る
事
の

機
宜
を
得
た
る
も
り
な
る
事
を
大
蔵
省
に
嘉
申
す
る
時
は
、
大
蔵
省
は
右
一
定
額
を
超
え
F
も
場
加
金
額
ま
で
銀

行
努
の
俊
行
を
許
可
す
る
事
を
得
」
o
E
な
し

τゐ
る
。
然
る
に
準
備
規
定
は
最
低
限
度
の
み
を
定
め
て
ゐ
る
に

過
ぎ
歩
、
そ
れ
以
上
に
就
い

τは
自
由
な
る
運
用
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
‘
か
、
る
規
定
が
設
け
ら
る
、
に

至
れ
ば
、
金
に
拘
束
さ
れ
な
い
で
一
闘
の
刺
盆
の
翁
に
意
識
的
な
銀
行
券

ω統
制
を
行
ひ
得
る
範
園
が
瑛
大
さ
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
只
多

f
は
制
限
外
俊
行
に
課
税
を
な
し
叉
或
も
の
は
阪
に
遁
ぺ
た
る
如
〈
課
税
に
謝
比
し
て
割

引
歩
合
を
引
上
げ
し
む
。
叉
如
何
な
る
方
法
に
よ
る
も
制
限
外
接
行
を
認
め
ゲ
る
も
の
若
干
ゐ
b
、
告
の
う
ち
主

要
な
る
も
の
は
茶
繭
・
伊
太
利
・
白
耳
義
・
傭
蘭
西
其
他
で
あ
る
。

詑

苑

プξ

都
削
酎
酔

一
一

最
紅
白
諸
国
幣
制
改
革
由
傾
向

停
二
十

λ
を

Central banks. p.ヂ3Kisch and Elkin目12) 



詑

施

最
近
白
諸
閥
幣
制
改
革
白
傾
向

第
二
十

A
巻

~. 
p、

第
四
鵠

三
次
に
保
越
後
行
限
度
法
定
の
制
度
が
表
へ
て
比
例
準
備
制
度
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
事
も
注
意
す
ぺ
き
事
で

あ
る
。
比
例
準
備
り
制
合
は
一
一
一

O

問

O
M
が
最
も
多
い
か
ら
.
残
像
の
七

O
l六
O
%
の
俊
行
は
金
古
関
係
な

〈
之
を
行
ひ
得
、
金
の
帯
減
に
よ
る
銀
行
券
の
増
減
は
比
'
部
品
川
合
以
て
、
調
節
す
る
事
が
で
き
る
。
然
し
今
日
依

然
ご
し
て
保
詮
馳
現
行
法
定
制
限
の
制
度
を
採
る
十
分
蘭
・
諾
威
・
英
吉
利
等
に
於
い
て
も
、
保
護
俊
行
の
限
度
は
著
し

〈
鳩
大
古
れ
今
日
の
賞
際
よ
り
は
、
金
に
拘
束
せ
ら
れ
グ
る
割
合
よ
h
見
て
、
比
例
準
備
己
の
聞
に
大
差
は
見
出

z
u
ょ
、
。

t

i

b
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gdiL J丸七

斉
刷
白
輔
制
成
田
場
合
は
要
求
摘
債
務
も
銀
行
券
、
と
同
級
に
取
扱
は
る
L

を
以
て
一
一
一
白
蛇
宇
は

b
J
L
t減
少
す
る
替
で
あ
る
。

湖
町
も
右
の
数
字
に
よ
れ
ば
金
に
拘
束
さ
れ
、
さ
る
割
合
は
保
誼
俊
行
法
定
制
限
の
制
度
の
場
合
に
却
っ
て
大
で
ゐ

る
。
瑞
央
の
場
合
は
保
越
後
行
限
度
は
一
九
二
八
年
十
一
月
末
の
銀
行
券
流
通
商
五
億
三
千
八
百
高
ク
ロ

1
ヰ
に

一
億
二
千
高
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
る
が
、
そ
の
代
h
右
の
限
度
を
超
え
た
る
部
分
も
金
額
一
金
準
備
で
は
な
〈

費
也
、

日本田場告についで全様に銀行券流通高に卦L保強捜行限度目占むる割合量
求むる主主由加 fて'ある。

明治三十ニ年末{限度量一一偉三千高聞と定品たる年)・・ーー・・・ 48両
大正 四 年 末 (1913羊求ト・・・・・ー・・・・・・ ・・ ・・・・ー・・・・27%
昭和三年末 (1928年末)・・・・・・・・・・・・ ・・ー ... .・・・・ 7%

13) 



て
、
五
O
%だ
け
金
を
準
備
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
只
比
例
準
備
己
保
設
稜
行
限
度
制
限
の
制
度
芭
の
異
る
所

は
今
後
金
が
漸
次
そ
の
岡
に
流
入
す
る
場
合
に
、
比
例
準
備
の
場
令
に
は
何
時
ま
で
も
七
O
M
W
乃
至
六
O
%
の
金

を
拘
束
さ
れ
な
い
w

銀
行
券
山
後
行
を
行
ひ
得
る
の
で
あ
る
が
、
保
諮
品
現
行
詰
定
制
限
の
場
合
仁
は
其
の
絶
叫
割
額
が

維
持
せ
ら
れ
、
今
日
恨
り
に
入

O
M
W
の
金
に
拘
束
さ
れ
な
い
品
現
行
を
な
し
得
る
徐
裕
ゐ
る
も
級
仁
は
漸
次
そ
の
割

合
が
低
下
し
て
行
〈
事
芭
な
る
貼
に
ゐ
る
。
従
っ
て
逝
仁
金
が
漸
次
減
少
す
る
場
合
仁
は
比
例
準
備
の
場
合
は
金

仁
関
係
な
(
品
現
行
を
行
ひ
得
る
割
合
は
会
館
の
続
出
掛
高
の
や
は
b
七

O
!大
O
Mで
あ
る
の
に
、
保
鐙
後
行
限
度

制
限
の
制
度
ド
て
は
や
が
て
そ
れ
が
、
今
日
仮
b
仁
入

O
M
の
も
の
が
備
そ
れ
以
上
仁
も
な
る
わ
り
で
あ
る
が
、

各
闘
ご
も
金
の
保
布
量
の
増
大
に
努
カ
す
る
現
肢
に
於

τは
比
例
準
備
の
方
が
金
に
拘
束
せ
ら
れ
苫
る
後
行
の
徐

裕
大
な
b
E
一
去
は
ね
ば
な
ら
旧
制
。

然
し
ご
も
が
(
も
準
備
規
定
に
就
い
て
は
、
品
川
換
規
定
に
於

τ、
AW-
貨
A
m
換
を
会
然
臨
調
止
す
る
諸
園
が
現
は
れ

た
h
、
党
換
を
行
は
守
し
て
金
本
位
制
を
維
持
し
っ
、
ゐ
豆
諸
岡
が
現
は
れ
た
・
9
|
|
そ
れ
は
経
過
的
規
定
吉
鬼

る
ぺ
き
か
も
知
れ
な
い
が
ー
ー
し
た
の
に
劃
し
て
、
之
に
劃
す
る
や
う
な
著
し
い
盤
化
は
な
い
、
そ
う
し
て
各
国

は
を
の
金
準
備
の
獲
得
に
血
眼
に
な
っ
て
ゐ
る
。
一
九
二
八
年
に
起
っ
た
大
な
る
金
の
移
動
の
如
き
は
主
ご
し
て

之
に
基
〈
ご
の
で
的
る
。

然
ら
ぽ
吾
人
が
院
に
そ
の
理
論
上
の
根
蟻
を
失
っ
た
ご
な
し
た
、
金
の
数
量
を
以
て
銀
行
券
の
数
量
を
調
節
せ

ん
芭
す
5
思
想
は
、
向
今
後
も
賞
際
的
適
用
を
見
ん
Z
す
る
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
ぜ
も
右
の
如
き
準
備
制
度
の

精
巧
し
も
か
、
わ
ら
宇
、
賓
際
の
蓮
用
は
、
ヶ
イ
V

ズ
の
所
調
「
停
統
に
従
っ
て
金
輩
備
正
銀
行
券
品
現
行
Z
を
精

置

苑

最
紅
白
曲
聞
嗣
耐
抑
制
政
草
の
傾
向

第
二
十
zm魯

7， 

第
四
都



官止
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第
四
貌

P司

最
近
申
請
岡
融
市
制
改
革
の
傾
向

第
二
十
八
を

合
す
る
公
式
は
之
を
放
置
し
を
〈
も
、
通
常
時
は
何
等
の
働
舎
な
き

V
る
が
如
き
佐
賀
の
も
の
た
ら
し
む
る
」
如

哲
傾
向
に
準
み
行
〈
も
の
で
ゐ
ら
ラ
か
・
号
れ
は
今
後
の
相
蛍
久
し
き
じ
一
旦
る
事
賞
仁
徴
し
て
見
な
げ
れ
ば
な
ら

JQ 
Q 

諸
国
に
幣
制
改
革
の
行
は
れ
て
よ
h
早
き
は
既
仁
七
人
年
に
も
な
る
。
然
し
犬
瞳
よ
り
見
て
世
界
の
金
の
移
動

は
所
制
再
分
散
の
過
程
に
あ
っ
た
も
の
で
、
多
〈
の
諸
国
は
之
に
よ
り

t
金
準
備
を
増
加
し
、
減
少
せ
る
は
米
困
・

日
本
等
で
ゐ
っ
て
そ
の
教
は
僅
少
で
ゐ
品
。
然
b
に
勿
論
炉
、
品
場
合
り
金
準
備
の
増
加
に
謝
し
て
、

h

れ
に
肱

じ
て
銀
行
券

4

宮
崎
明
後
せ
し
む
る
も
の
は
稀
で
あ
る
。
之
に
封

L
て
米
国
・
日
本
等
が
今
日
迄
に
夫
へ
る
金
は
之
を

準
備
に
事
質
上
算
入
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
放
に
此
の
喪
失
に
よ
b
て
銀
行
券
り
減
少
を
来
し
て
ゐ
な
い
。

只
此
蕗
に
同
じ
く
金
草
備

ω減
少
せ
る
闘
に
し
て
.
然
も
今
日
に
於
て
・

2
司

E
Q
H
Z
o
o
q
に
悲
〈
正
云
は
る
、

無
単
備
銀
行
券
の
直
接
制
限
制
度
の
、
最
も
純
粋
な
形
式
を
保
持
す
る
も
の
ご
稼
せ
ら
る
、
す
蘭
り
場
合
に
就

話
、
金
準
備
(
伊
豆
官
。
F
一
自
由
山
口
問

0
5
を
合
h
U
)

芭
銀
行
券

ω数
量
の
麗
化
を
少
し
〈
覗
つ

τみ
る
。
(
箪
位
百

高
芥
麻
)

銀行券 金準備主布主タト

1，47:1 316 1，398 
1，447 ::s16 1，407 
1，446 316 1，409 
l. líO~ 315 1，3.55 
1，50i 315 1.:.l94 
1，522 315 1，254 
1，517 i:l15 1，260 
1，M21 315 J ，!:!48' 
]，607 314 1，252 
1.612 314 1.214 
]，5~O 814 3 1.124 
1，64:1 31 
1.660 313 I 

1，613 313 1， 
1，558 31B 
1，618 3J2 
1，572 312 
1，品09 312 
1，637 312 
1，575 3Jl 
1，566 Bll 
1，555 3Il 
1，554 310 78 
] .f18o' 310 75 
1，57] 310 767 
1，545 310 771 
】，515 309 744 
1，542 309 737 
1.5:~8 309 722 
1，522 309 697 
1，499 308 678 
1，564 308 691 
1，577 308 
1，580 307 
1，557 307 
1，508 207 
1，597 aOi 
1，568 306 
1，513 ;.lOs 62 
1，539 306 726 
1，517 306 734 
1，489 305 748 
1"150 301) 741:i 
1，502 305 737 
1，501 305 82] 
1，5lJ 品04 757 
1，548 304 73 
1，513 304 753 

Kcyncs: The amalgamation of B雨時h nO: e isslLes. (The ECOUOlUic 

JOllrn ¥1， June 1928， p. 323・)
Joset" Barmeier: Die Grundsalze der Notel】bankgesetzg'ebung in den 

Landern der Welt. S. 8~ 1I引 5目 84，

14) 

16) 
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市民行券金増備 在正丹貨 月日 銀行券d

一，
11 l，H09 ::I3t 1.510 

1 1927年8 
81 1.269 331 1.620 1. 1.297 
51 1.248 331 1，482 1.15 1，285 
31 1. ~il9 331 1.466 1，22 1.269 
01 1.291 3:11 1，465 1.31 1，330 
81 1.2!l6 331 1.311 ~. 8 1.337 
51 1.:<10 B31 1.281 ~， Hí I ， 3õ~ 

31 1.29!l 331 1.281 2.23 1.367 
71 1，349 331 1.307 2，28 1.岳46
81 1.3so 331 1.288 3. 8 1，458 
51 1.363 :131 1，180 3，15 1，456 
31 1.H47 331 3，23 1.443 
11 1.3R5 331 1. 3.31 1，472 
81 1.865 ~!31 1. 4. 8 1.461 
51 1.327 331 1. 4.14 J，4io 
:11 ]，21-l5 331 1.094 4.2:3 1，413 
01 1.:161 331 1，07:3 4，30 1.447 
81 1.n2:J S:.H 1.051 6， 7 1，416 
51 1.311 331 1.039 6.14 1.389 
21 1.~86 3~] 982 5.2B ] .367 
11 1.319 :131 947 fi，31 1.411 
81 1.308 3:11 91 6. 8 1.416 

330 894 6，15 1.33， 
1.278 330 85n 6.23 1，382 
1.297 330 89f) 6，30 ])~98 

1.~B3 330 864 7. 8 1，38:1 
1，260 330 849 7.15 1，361 
1.252 330 870 7，23 1.344 
J ，289 330 890 ケ.30 1.376 
1.293 330 890 R. 8 1.385 
1.273 329 928 8.15 1.370 
1.259 329 965 8，23 1.356 
1.295 329 972 8.31 1.413 
1，302 329 9附5 9. 8 1，431 
1.299 329 981 9，15 1.439 
1.281 329 982 9，23 1.422 
1，334 328 956 9.30 1.476 
1.346 328 1.051 10. 8 1，489 
1，32壬 328 993 10.15 1.476 
1，296 328 90¥l 10.22 1.440 
1.327 3~8 1100 10，31 1，482 
1.~16 R28 1.059 11. 8 1.454 
1，2m 328 1，060 11，]5 1，431 
1..57 327 1，0.10 11.23 1.391 
1.295 327 1.008 11，30 1.446 
1，312 327 1，062 12， 8 1.4自9
1.320 327 1.1品5 12.151 1.481 
1.3;')8 包27 1.153 
1，345 327 1.199 

J
一
年
3

年
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加
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引
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

も
£
よ
b
之
に
よ
b
て
何
等

ω論
結
を
下
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
恐
ら
〈
は
準
備
規
定
の
今
円
の
運
用
の

賓
情
に
就
き
或
程
度
の
推
測
は
之
を
可
飽
な
ら
し
む
る
も
の
で
な
い
か
ご
思
ふ
。

第
四
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五
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設

最
置
の
諸
岡
融
市
制
政
革
由
傾
向

第
四
鵠

-
~，、

施

第
二
十

A
魯

大

》可

吾
人
の
推
測
に
し
て
謀
h
な
げ
れ
ば
、
今
日
の
準
備
規
定
の
運
用
は
‘
規
定
そ
の
も
の
、
精
巧
に
も
拘
ら
す
、

銀
行
券
の
調
節
を
凡
て
之
に
委
せ
て
置
く
ピ
云
ふ
や
う
な
も
の
で
は
あ
一
匂

1

ま
い
1
0

勿
論
規
定
そ
の
ま
、
の
運
用
を

行
ム
事
も
ゐ
る
が
、
そ
の
場
合
ピ
て
是
れ
は
、
か
(
す
る
事
が
一
図
的
「
表
現
せ
ら
れ
た
る
利
袋
」
じ
合
す
る
か
ら

で
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
b
て
凡
て
を
準
備
規
定
に
信
頼
し
て
、
そ
の
自
然
の
妙
用
を
後
四
押
せ
し
め
ん
正
す
る
の
で
は

あ
る
ま
い
。
か
〈
て
他
の
凡
て
の
政
策
Z
同
様
に
、
一
因
の
通
貨
政
策
も
亦
‘
一
闘
の
「
表
現
せ
ら
れ
た
る
利
益
」

の
賞
現
の
魚
に
落
行
き
れ
品
。

放
に
現
貨
の
通
貨
政
策
の
具
健
的
目
的
は
、
時
に
よ
h
闘
に
よ
り
て
臭
っ
て
ゐ
る
。
放
に
そ
れ
は
決
し
て
4

V

J
7
ィ
ク
セ

y
自
身
も
認
む
る
如
〈
、
彼
の
所
詞
古
典
的
貨
惜
の
創
造
を
目
的
Z
す
る
も
の
で
は
な
い
。

然
る
に
阪
に
神
地
べ
た
る
如
く
各
闘
は
、
令
官
通
貨
己
の
一
定
の
等
償
関
係
を
維
持
し
て
、
こ
れ
に
よ
り

τ相
異

れ
る
各
械
の
貨
幣
単
位
は
、
金
正
稀
す
る
自
色
町
Z
E
に
よ
っ
て
互
に
結
合
色
れ
、
或
意
味
に
於
て
共
通
の
貨
幣
範

囲
を
組
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
一
窃
は
常
に
直
ち
に
之
を
約
二
十
ラ
イ
ヒ
Z

T

Y

ク
の
濁
趨
貨
E
盤
悲

し
め
る
事
が
で
き
る

L
、
一
弗
は
欲
す
る
ま
、
に
約
二
十
五
仰
蘭
商
フ
ラ
Y
E
交
換
す
る
事
が
で
き
る
の
で
ゐ

ι。
然
る
に
か
、
る
事
情

ωも
ど
に
於

τ勝
弘
弗
も
-
フ
イ
ヒ
Z
T
U
F

ク
も
仰
蘭
商
フ
ラ
ン
も
同
一
の
購
買
力
を
有

す
る
に
至
る
傾
向
の
存
す
ぺ
き
は
何
人
に
も
首
肯
し
得
る
所
で
あ
る
o

故
に
或
闘

ω渇
貨
政
策
は
他
国
に
そ
の
影
響
を
及
す
こ
さ
、
例
へ
ば
一
周
内
の
一
地
方
の
物
園
田
勝
貴
が
直
も
に

他
の
部
分
に
侍
播
せ
ら
れ
、
全
国
に
消
散
せ
ら
る
、
E
同
じ
で
あ
る
。
既
仁
一
例
を
示
せ
ば
一
九
二
三
年
乃
至
一

九
一
一
四
年

ω米
国
の
大
デ
7

レ
イ
V

ヨ
ン
政
策
は
、
そ
の
遜
貨
を
弗
に
劃
し
て
安
定
せ
し
め
た
欧
洲
諸
闘
に
針
し
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て
、
著
し
い
影
響
を
奥
へ
た
の
で
あ
る
o

放
に
此
の
金
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
た
舟
貨
併
範
闇
内
に
て
は
、
各
周
の

「
表
現
せ
ら
れ
た
る
利
盆
」
の
潟
に
、
各
国
が
思

ο思
ひ
の
通
貨
政
策
を
取
る
事
は
、
此
馳
に
於
て
困
難
が
あ
る
む

然
ゐ
に
炉
、
品
問
雛
は
、
各
困
の
週
貨
政
策
の
目
的
が
各
国
に

t
h
て
共
通
で
ゐ
れ
ば
、
一
一
掃
事
れ
て
し
ま
ム
の

で
ゐ
る

U

而
L
て
此
蕗
に
も
・
一
つ
の
金
の
購
買
力
安
定
の
主
張
に
劃
す
る
積
椅
的
根
強
が
あ
る
ゃ
う
で
あ
る
。

後
間

l
l前
腕
所
臓
の
分
の
う
ち
、
第
六
七
百
一
一
一
行
目
下
方
よ
り
六
行
目
に
至
る
印
度
に
闘
す
る
章
句
は
次
の
如
〈
位
む
。
「
印
度
目
故
抵
の
僻
制

委
員
合
同
報
骨
川
於
て
此

ω
形
式
を
採
る
事
を
抽
賞
さ
れ
た
が
、

一
九
二
七
年
三
月
内
印
皮
質
締
法
に
よ
り
て
は
、
政
府
は
金
を
民
砂
金
主
は
英
貨

を
W
H
る
鵡
務
白
あ
る
も
山
と
な
さ
れ
た
い
と
。

同
じ
〈
五
十
九
頁
酔
り
よ
り
六
行
目
「
金
本
位
制
な
る
4

き
」
は
「
金
品
替
本
位
制
な
る
べ
き
」
の
説
。

仰
削
醜
所
載
白
分
師
範
の
時
よ
u
q
今
日
ま
で
に
ル

1

守
-
一
-
ヤ
と
チ
ェ
ッ
ク
ス
ロ
パ
キ
ヤ
は
平
慣
の
改
訂
を
行
っ
た
。
執
し
そ
白
昨
制
内
蹴
は
未
だ
知

る
ζ

と
が
で
奇
な
い
。

仰
本
舗
の
軌
笹
に
つ
い
て
事
〈
曲
折
過
を
賜
っ
た
大
掛
省
班
肘
刷
香
川
餓
蹴
氏
に
蕊
ド
厚
〈
感
謝
川
町
誌
を
表
し
た
い
。
(
一
ー
九
二
九
、
三
、
一
口
)

院

苑

最
近
由
一
語
圃
幣
制
改
革
白
傾
向

保
二
十
λ
魯

~~・，、

七

第
四
銃

= 
七
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